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資 料 ２ 

 

評価の方法 

 

１ 評価の手法  

 

（第１回会議 資料３ ３ページ） 

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための３密対策など，「新しい生活様式」が求

められている中での実現可能な手法が必要 

 

（第２回会議 委員意見） 

○ Ａ案（直接説明後評定方式）は新型コロナウイルス対策が課題であるが，実施可

能であればＡ案が良いという意見で一致したと思う。Ａ案を前提に，次回懇話会ま

でに，事務局の方で，必要経費を含めた詳細な制度設計を行い，課題についても整

理してもらいたい。 

○ 市民が評価するに当たり，市長が作成する業績説明資料について，第三者の客観

的な視点での確認が必要と考える。 

○ 評価者を単純無作為抽出とするか，層化別抽出とするかなども検討の余地がある。 

 

 

Ａ案（直接説明後評定方式）を前提とし，必要経費や業績説明資料等を含めた詳

細な制度設計を行う。 

 

（１）Ａ案（直接説明後評定方式）の概要 

評価方式 無作為抽出により選ばれた市民が直接評定 

評価プロセス ① 市長は，業績説明資料を作成 

② 評価者を一堂に集め，市長が，業績説明資料に基づき，プレゼ

ンを実施 

③ 評価者は，その場で評定を行い，結果を記載した評定票を提出 

④ 評定の集計結果に基づき，退職手当の支給率（額）を決定 

条例の性格と制

定時期 

評価の手続や基準を規定する条例を評価プロセス前に制定 
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（２）個別事項の検討 

  ① 評価者の選定方法 

   ア 呉市長の選挙権を有する者から，無作為で抽出する。 

     無作為抽出の方法は，次の２通りが考えられる。 

     (ｱ) 単純無作為抽出 

       抽出対象となる母集団全体から，無作為で抽出する方法 

      (ｲ) 層化別抽出 

       抽出対象となる母集団を，男女別や年代別など小集団に細分化し，小集団

ごとに抽出する方法 

   イ アにより抽出された者に対し，市民評価への参加の意向確認を行い，本人同意

が得られた者を評価者とする。 

   ウ 呉市の公務員（市職員，市議会議員等）は，評価者になることができないもの

とする。 

 

  ② 評価者の人数 

ア 市民全体の評価分布との乖離を防ぐために必要となる評価者数 

呉市（人口 ２２０，３４２人 令和２年４月１日時点）において，回答比率

０．５，標本誤差５％ポイント，信頼水準９５％とした場合に，必要となる評価

者の数は３８４人とされている。 

 ※出典：総務省統計局ウェブサイト 「なるほど統計学園高等部」 

 

   イ 呉市での最近の抽出調査における回収率の事例 

呉市が実施した「令和元年度呉市民意識調査」における回収率は約３９％（標

本数 ４，０００人，有効回収数 １，５７７人）となっている。 

 

 

 

     十分な評価者の人数を確保するために必要となる無作為抽出者の人数 

       ３８４人 ÷ ０．３９ ≒ ９８５人（上記イの回収率で試算） 

      

無作為抽出者には，一定程度のバッファを確保することが望ましい 

  ９８５人 × １．５ ≒ １，５００人（必要数の１．５倍） 
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  ③ 業績説明資料についての客観性の確保 

    市民評価の対象となる業績説明資料に掲載する事業等について，恣意的に市長に

都合の良い事業等ばかりを選択することのないように，外部委員による業績説明資

料の内容確認を実施する必要がある。 

    ※業績説明資料の内容の検討は後述する。（「４ 業績説明資料のイメージ」に記

載。） 

 

  ④ 想定される必要経費（概算） 

    ①から③までの個別事項を踏まえると，Ａ案（直接説明後評定方式）を実施する

にあたっては，次の表のとおりの必要経費が想定される。 

 

項   目 金額（千円） 備  考 

無作為抽出者への参加意向確認 300 1,500人 

評価者の交通費 360 600人（参加率 40％） 

業績評価資料等の印刷，郵送料 340  

呉市長退職金市民評価会議（仮称）

会場借上料 

0 呉市の施設を使用 

外部委員謝礼等 100 業績評価資料，評定結果等

確認 

呉市長退職金市民評価制度検討懇

話会開催経費 

400 謝礼，交通費等 

必要経費 計 1,500  
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２ 評価の時期  

 

（第１回会議 委員意見） 

○ 市民評価の導入に当たっては，制度設計上，退職手当の場合は任期末となると選

挙時期や選挙後任期満了までの間で評価するのかという問題があり，注意深く行わ

なければならない。 

（第２回会議 委員意見） 

  ○ 市長選挙前や市長選挙中に評価を実施すると，業績説明資料は，市長の業績をア

ピールする資料となり得るため，その評価結果自体が選挙に影響を与える恐れがあ

る。このため，選挙終了後から退職手当を給付するまでの期間に実施しなければな

らないと考える。 

 

【参 考】 前回（平成２９年）市長選挙の日程 

告 示  平成２９年１１月 ５日 

投 開 票  平成２９年１１月１２日 

任期満了  平成２９年１１月１８日 

   

※公職選挙法第３３条の規定により市長選挙は任期満了前日の３０日以内に執行することとさ

れているが，呉市長の任期（11/18）と広島県知事の任期（11/28）が１０日しか違わないこと

から，近年，呉市長選挙と広島県知事選挙は同日選挙となっている。この場合，公職選挙法第

１１９条の規定により同日選挙にするかどうか，また何日の投開票にするかは，広島県選挙管

理委員会の決定事項となっている。 

※公職選挙法第１４３条の規定により，任期満了日の６月前から，当該選挙に係る政治活動用ポ

スターの掲示は禁止される。 

 

 

 

・①市長選挙終了後から退職手当を給付するまでの期間または，②任期満了日の

６月以上前に，評価を実施する必要がある。 

・任期満了日に近い時期の方が，任期全体の業績に基づく評価が可能となるため，

①の時期に評価を実施することが望ましいと考えられる。 

  ※退職手当の支給時期：退職した日から起算して１月以内 
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（１）評価スケジュール（想定） 

時 期 項  目 内 容 等 

１０月上旬 評価者の選定 ・無作為抽出した市民に対し，市民評価へ

の参加依頼を送付し，参加の意向確認 

１０月下旬まで 業績説明資料の作成 ・業績説明資料への掲載事業の選択につ

いて，客観性を持たせるため，外部委員

による内容確認を実施 

１１月上旬 市長選挙告示  

１１月中旬 市長選挙投開票  

市長選挙終了後

速やかに 

評価者へ業績説明資

料を送付 

 

呉市長退職金市民評

価会議（仮称）の開催 

・市長が評価者に対し，業績説明資料をプ

レゼン 

・評価者はその場で評定を行い，評定票を

提出 

１１月１８日 市長任期満了  

１１月下旬 評定結果の集計，退職

手当支給率（額）の決

定 

・評価者の評定結果を集計し，成績率を決

定し，退職手当支給率（額）案を作成 

・評価の公正性確保のため，外部委員によ

る審査を実施 

１２月上旬 市長退職手当の支給 ・任期満了から１月以内 

 

（２）スケジュールを検討する上での課題 

  ① 市長選挙終了から，退職手当支給（任期満了日から１月以内）までの非常にタイ

トなスケジュールで市民評価を実施する必要がある。 

 ⇒ 実現可能なスケジュールか否か 

  ② ①のスケジュールの実現が困難な場合は，任期途中になるが，②任期満了の６月

以上前の時期での市民評価の実施も検討する必要がある。 
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（参考） 

◆呉市特別職員退職手当支給条例（昭和３３年条例第３３号） 

 

（退職手当の支払方法等） 

第４条 退職手当の支払方法，支給制限等については，退職手当条例第２条の２から第２

条の４まで及び第１５条から第２２条までの規定を準用する。 

２ 特別職員が，退職等の後，引き続き他の地方公務員等となった場合において，その者

の特別職員としての在職期間が，他の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により

他の地方公務員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは，退職手当

は支給しない。 

 

◆呉市職員退職手当支給条例（昭和３８年条例第１５号） 

 

（退職手当の支払） 

第２条の４ この条例の規定による退職手当は，この条例の規定によりその支給を受ける

べき者の同意を得た場合には，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の規定

により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。 

２ 次条及び第８条の５の規定による退職手当（以下「一般の退職手当」という。）並びに

第１３条の規定による退職手当は，職員が退職した日から起算して１月以内に支払わなけ

ればならない。ただし，死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を

確知することができない場合その他特別の事情がある場合は，この限りでない。 
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３ 評定の方法  

 

（第２回会議 委員意見） 

  ○ 減額ありきではなく，市長の政策を評価するのであれば，優れた業績をプラス評

価できるように，標準的な業績をＢ評定とする案が良いと考える。 

  ○ 一定以上の評定結果であれば成績率を最高値とし，成績率が最高値とならない場

合は，一定幅の評定結果に対して同一の成績率を設定することを前提としたい。ま

た，評価が恣意的にならないように客観性を担保した資料について，次回懇話会ま

でにイメージを共有できるようなものを作成するようにしたい。 

 

１ 呉市長退職金市民評価制度 評価基準（イメージ） 

項  目 内 容 等 

事業又は項目 評価の対象となる事業又は項目 

選挙時の公約等から市長が抽出 

目 的 事業又は項目の目的（又は公約内容） 

進捗状況・成果 目的に対する達成状況 

評 定 ＡＢＣの３段階評定 

 

２ 評定の各段階の考え方（標準的な業績をＢ評定とする） 

評定 考 え 方 

Ａ 優れた業績をあげた 

Ｂ 概ね標準的な業績をあげた 

Ｃ 十分な業績をあげていない 

 

３ 評定の集計結果と成績率（イメージ） 

  各評価者の評定をＡ：１５点，Ｂ：１０点，Ｃ：５点として集計し平均点を算出 

評定の集計結果 成績率 

９点以上 １００％ 

８点以上９点未満 ７５％ 

７点以上８点未満 ５０％ 

６点以上７点未満 ２５％ 

      ６点未満 ０％ 
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４ 業績説明資料のイメージ    

（１）事業又は項目 

  ① 市長が市長選挙時に市民に提示した項目 

  ② 市長就任後に発生した政策課題 

     平成３０年７月豪雨災害からの復旧・復興，新型コロナウイルス対策等 

 

（２）目的 

   （１）の目的を記載する。 

 

（３）進捗状況・成果 

   市長の任期中に実施した（２）の目的達成に資する主な事業等について，予算額ま

たは決算額を記載する。 

  （記載する事業等の例） 

・第４次呉市長期総合計画後期基本計画（計画期間：平成２８年度から令和２年度

まで）に掲げる重点プロジェクト事業 

・第５次呉市長期総合計画前期基本計画（計画期間：令和３年度から令和７年度ま

で，現在策定中）の構成事業集 

 

（４）自己評定のプロセス 

  ① 事業又は項目単位での評定を行う。 

  ② ①の評定結果を参考に，総合評定を行う。 

  ③ 総合評定に基づき点数を付与する。（事業又は項目単位での配点は行わない。） 

  ④ 業績説明資料の客観性を確保するため，外部委員による内容確認を行う。 


